
診療報酬検討委員会では、2005年から、⼦どもの看護と医療状
況の調査・分析を⾏い、ニーズを把握し、様々な提⾔を⾏って
きました。

特に、2年ごとに⾏われる診療報酬改定に向けて、現場の声が
政策につながるように要望を提出し、⼦どもと家族の⽀援とな
るよう、取り組んでいます。

今年度は、令和に⼊って初めての診療報酬改定が⾏われました。
改定の内容を共有し、現場でどのように活⽤したら⼦どもと家
族へのケアにつなげていけるかを検討する素材としていただく
ために、ここでは、令和2年度の⼩児看護に関わる診療報酬改
定の内容について、そのポイントを⽰します。
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今回の資料は、上記から引⽤しています。
リンクを貼りますので、詳細については出典元の資料でご確認
ください。

令和2年度診療報酬改定について（厚⽣労働省HP）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000
188411_00027.html

医療的ケア児等の⽀援に係る施策の動向
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000584473.
pdf
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今回の改定の概要は、⼈⽣100年時代に向けた「全世代型社会
保障」の実現を⽬指し、患者・家族にとって⾝近で分かりやす
い医療を実現すること、などを基本⽅針とし、Ⅰ〜Ⅳの4項⽬
が⼤きな柱で、特に重点を置く事項が、「１医療従事者の負担
軽減、医師等の働き⽅改⾰の推進」です。

これまでの主たる評価はタスク・シェアリング、タスク・シフ
ティングやチーム医療の推進等でしたが、2024年4⽉から医師
の時間外労働に上限規制が適⽤されることを受け、医師等の⻑
時間労働など、厳しい勤務環境を改善するための取り組みが評
価されました。

看護も、救急搬送看護体制加算、看護職員の夜間配置加算、急
性期看護補助体制加算、看護補助加算などの評価が引き上げら
れ、看護職の負担軽減につながることが期待されます。

⼩児領域に関わる改定は⾚下線の部分で、具体的な内容は右表
にまとめました。
表内⾚字の5項⽬について次から解説していきます。
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1つ⽬は、⼊退院⽀援に関わる⼈員配置の⾒直しです。

NICUからの退院⽀援を評価する「⼊退院⽀援加算３」につい
て、看護師の配置要件が専従から専任に緩和されました。

右枠内の通り、専従と専任の違いは、当該業務の従事の割合
と他業務兼務の有無によります。専従看護師の確保が困難な
現場の実状や、専従か専任かによる明確な効果の違いがない
という研究結果が、今回の変更に反映されたようです。これ
は今後、看護師の多様な働き⽅につながる期待が持てる⼤き
な点でもあります。

加えて、質を担保する観点から、「⼩児の在宅移⾏に係わる
適切な研修の受講」が追加されました。この研修には、⽇本
看護協会、各都道府県看護協会の「⼩児在宅移⾏⽀援指導者
育成研修」などが相当しますので、研修の詳細は、各看護協
会のホームぺージで確認してください。
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2つ⽬は、かかりつけ医機能に関わる評価の充実として、⼩児
かかりつけ診療科の対象年齢が、3歳未満から6歳未満に拡⼤さ
れたことです。

⼩児かかりつけ診療科における算定回数は、０歳から２歳まで
に⽐べて、3歳以降では少なくなっていることがグラフからわ
かります。

しかし、乳児期にアトピー性⽪膚炎により⽪膚のバリア機能が
低下すると、その後、⾷物アレルギーや気管⽀喘息などの発症
リスクが⾼まるという、「アレルギマーチ」が起こります。こ
れを予防するには、乳児期から幼児、学童期に⾄るまでの継続
的な管理が重要です。

⼩児期は、早期発⾒・早期治療だけでなく、成⻑や発達、環境
の変化などを踏まえ、継続的な介⼊や⽀援が重要である点が評
価されたといえます。
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3つ⽬は、医療的ケア児に関わる主治医と学校医との連携です。

我が国の医療的ケア児は約1.9万⼈（推計）であり、⽣きていく
には、気管切開や⼈⼯呼吸器管理、吸引、在宅酸素、胃瘻・腸
瘻・胃管からの経管栄養等、⽇常的な医療的ケアと医療機器が
必要です。

医療的ケア児と家族を地域で⽀えるための⽀援として、前回の
改定では、障害児通所施設等の看護職員配置を評価する加算の
創設、利⽤者の状態や事業所の提供時間に応じた提供サービス
に対する評価が⾏われました。

さらに、診療情報提供料１の⾒直しにより、主治医から学校医
等への診療情報提供に対して評価されました。
具体的には、スライド右下枠の⽂部科学省の内容をふまえ、学
校医に対して、診療状況を⽰す⽂書を添えて、医療的ケア児が
学校⽣活を送るにあたり必要な情報を提供した場合に、⽉に⼀
回算定できます。

医療的ケア児が安⼼・安全に学校に通うには、主治医と学校医
との連携が求められます。
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4つ⽬は⼩児の在宅呼吸管理における材料の⾒直しです。

⼩児の呼吸管理の特性と実態をふまえて、6歳未満の乳幼児に
対する「乳幼児呼吸管理材料加算」が新設されました。在宅⼈
⼯呼吸管理について成⼈と⽐較すると、⼩児には以下のような
特性があります。

• ⼀時的に酸素の供給が絶たれた際の予備能⼒が低い
• ⾃覚症状が乏しい、⾃ら訴えられない
• これらから原則24時間のモニタリングが必要
• 体格が⼩さく、活発に活動する場合もあるため専⽤のプ
ローブが必要

特に、SPO2モニターは、在宅酸素療法指導管理料に含まれます
が、プローベは酸素会社が供給する場合と⾃費購⼊の場合があ
り、契約する会社によって異なります。⼩児⽤プローベは１個
数千円と費⽤負担も⼤きいです。

今回新設された1500点の加算は、このような⼩児の特性が評価
されたものと考えられます。
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5つ⽬は、⼩児への訪問看護に係わる関係機関の連携強化です。

この図は「質の⾼い訪問看護の確保」を⽬指す上での全体像で
す。

地域包括ケアシステムを推進する観点から、在宅看護に係わる
診療報酬は今回の改定でも多く評価され、訪問看護の提供体制
の確保、利⽤者のニーズへの対応、関係機関との連携の推進と
いった視点でまとめられています。
その中で、⼩児看護に係わる改定は、「⼩児への訪問看護に係
わる関係機関の連携強化」です。
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15歳未満の⼩児の訪問看護利⽤者は年々増加しています。
そのうち、難病などや医療的ケアに該当する者の割合が、2011
年に⽐べて2017年では2.7倍となった状況を受け、前回の改定
では「訪問看護情報提供療養費2」が新設されました。これに
より、医療的ケア児が学校へ通学する際に、訪問看護ステー
ションから学校に必要な情報提供に対して評価されるようにな
りました。

通学開始時に１回の算定要件が、今回「各年度１回に限り」と
「⼊学・転学などにより当該学校に初めて在籍することになる
⽉について⽉１回に限り、別に算定可能」に⾒直されました。
保育所・幼稚園を含むようになり、学年が上がるごとに算定が
可能になったことになります。
さらに、主治医から学校医への情報提供も新設されたことで、
⼦どもの学校⽣活を、学校側と主治医・訪問看護ステーション
と、多⽅から⽀えていくことができることになったといえるで
しょう。

⼩児看護に係わる診療報酬改定のポイントは以上です。
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